
第 13 回高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

１ 日 時 令和２年１０月２３日（金） １６:４５～

２ 場 所 県庁本庁舎２階 第２応接室

３ 議 題

（１）県内の感染状況について（健康政策部）

（２）検査協力医療機関に係る取組状況について（健康政策部）

（３）勧告入院、宿泊療養の取り扱いについて（健康政策部）

（４）「感染症対応の目安」の変更について（健康政策部）

（５）各部の報告事項について（関係部のみ）

（６）知事からの指示事項（知事）
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報道発表日

リンク無 リンク有

～～

18日間発生なし 74日間発生なし

入院治療を要する患者等0人
死亡4人
退院136人

累計140人

新型コロナウイルス感染者数の推移（日毎） （10月23日時点）
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検査協力医療機関の推移

検査協力医療機関数と検査件数の推移
＜これまでの経緯＞

７月29日から県内の医療機関に検査協力医療機関となることを幅広く呼びかけ

９月10日に県ホームページ上に検査協力医療機関を公表

10月23日現在、検査協力医療機関数137施設

公表（9月10日）

公表（9月10日）

募集開始
（7月28日）
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健 発 1 0 1 4 第 ５ 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 1 4 日  

 

   都道府県知事  

各 保健所設置市長  殿 

   特 別 区 長 

 

厚生労働省健康局長  

（公 印 省 略）  

  

 

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部 

を改正する政令等について（施行通知） 

 

 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下単に「新型コ

ロナウイルス感染症」という。）については、我が国及び海外における新型コロナウ

イルス感染症の発生状況の変化等を踏まえ、本日、新型コロナウイルス感染症を指定

感染症として定める等の政令の一部を改正する政令（令和２年政令第 310 号。以下

「改正政令」という。）及び新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令（令和２年厚生労働

省令第 172 号）が公布され、令和２年 10 月 24 日から施行される。 

 これらの命令の概要は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、内容を十分

御了知いただくとともに、貴管内市町村及び関係機関等への周知を図り、その施行に

遺漏なきを期されたい。 
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記 

 

 

１ 改正の趣旨 

  新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症

として定める等の政令（令和２年政令第 11 号。以下「指定令」という。）により、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114

号。以下「感染症法」という。）第６条第８項の指定感染症として定められており、

感染症法の規定を準用するとともに、その所要の読替えを規定することで、都道府

県知事（保健所設置市の長及び特別区の長を含む。以下同じ。）が感染症法第 19 条

及び第 20 条の入院の勧告・措置等の必要な措置を講ずること等を可能としている。 

今般、これまでに把握されている医学的知見等を踏まえ、季節性インフルエンザ

の流行時期も見据え、医療資源を重症者や重症化リスクのある者に重点化していく

観点から、新型コロナウイルス感染症に係る入院の勧告・措置について見直しを行

うこととする。 

 

２ 改正の内容 

  指定令第３条において準用する感染症法第 19 条及び第 20 条の入院の勧告・措置

の対象を、以下（１）及び（２）の対象者に限定することとする。 

 

（１）65 歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者 

  具体的には、以下のいずれかに該当する者である。 

① 65 歳以上の者 

② 呼吸器疾患を有する者 

③ 上記②に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧

症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認

められる者 

④ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能

が低下しているおそれがあると認められる者 

⑤ 妊婦 

⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度

又は中等度であるもの 

⑦ 上記①から⑥までに掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を

総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者 

⑧ 上記①から⑦までに掲げる者のほか、都道府県知事が新型コロナウイルス感

染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者 

 

（２）上記（１）以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項
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として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者 

「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである。 

  ア 指定された期間、指定された内容、方法及び頻度で健康状態を報告すること 

  イ 指定された期間、指定された場所から外出しないこと 

  ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症のまん延を防

止するため必要な事項 

  

上記のアからウについては、宿泊療養又は自宅療養の際の感染防止に係る留意

点を指す。具体的には、 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象

並びに自治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日付け事

務連絡。同年６月 25 日最終改正。）1、 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル（第３版）」（令

和２年６月 15 日付け事務連絡）2（なお、様式１で説明文書のモデル例があ

る。）、 

・「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォロー

アップ及び自宅療養時の感染管理対策について」（令和２年４月２日付け事務

連絡）3、 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意

事項（第４版）」（令和２年８月７日付け事務連絡）４（なお、別添２で留意事

項等の周知文書の参考例がある。） 

等を参考にすること。 

 

３ 施行期日 

  公布の日から起算して 10 日を経過した日（令和２年 10 月 24 日）から施行する。 

 

４ 経過措置 

（１）改正政令の施行の日前に行われた措置に係る指定令第３条において準用する感

染症法第 58 条（第 10 号及び第 12 号に係る部分に限る。）の規定により支弁する

費用及び指定令第３条において準用する感染症法第 61 条第２項の規定により負

担する負担金については、なお従前の例による。 

 

（２）改正政令による改正前の指定令（以下「旧令」という。）第３条において準用す

                             
1 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について

（令和２年 4月 2 日付け事務連絡。同年６月 25 日最終改正。） https://www.mhlw.go.jp/content/000644314.pdf 
2  新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル（第３版）」（令和２年６月 15 日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/000640246.pdf 
3 新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」（令

和２年４月２日付け事務連絡）https://www.mhlw.go.jp/content/000618528.pdf 
４「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第４版）」（令和２年８月７日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/000657891.pdf 
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る感染症法第19条又は第20条の規定による入院に係る感染症法第73条第２項及

び第３項の規定の適用については、旧令の規定は、なおその効力を有する。 

 

５ その他 

  新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者で入院が必要な状

態ではないと判断される者については、引き続き、宿泊療養又は自宅療養を求める

こと。 

  



　　高知県での今後を見据えた新型コロナウイルス感染症に対する病床確保計画

○高知県における病床確保において基本とする考え方　　　　　　　○フェーズの切り替え時期
高知県における病床確保計画

① 社会への協力要請基準
日

直近７日間の新規感染者数
が１４人以上となった日

② 推計最大療養患者数 ２１９人（うち入院156人）

③ 推計最大重症患者数 　 ２２人
④ フェーズ数 　　 ４つ　（フェーズ０～４）

フェーズ０
フェーズ１ 週4例以上発生
フェーズ２ 療養中の患者  14人※要請基準

日
フェーズ３ 療養中の患者  70人以上
フェーズ４ 療養中の患者150人以上

0
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400

・ ・ ・

療養中の患者 入院患者

要請基準日
（1例目から
　６日後）

14人 150人 ﾋﾟｰｸ　219人70人

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４フェーズ０
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    高知県における新型コロナウイルス感染症対応の目安 （令和２年10月23日変更）

判
断
指
標

ステージ 感染観察（緑） 注意（黄） 警戒（オレンジ） 特別警戒（赤） 非常事態（紫）

直近7日間の
新規感染者数

０～３人 ４人以上 14人以上 105人以上 175人以上

最大確保病床の
占有率 10％以上 20％以上 50％以上

ৌؙ

ૢؙ

্ؙ

ଉ

共通事項

「新しい生活様式」等の実践
（例）・身体的距離（１～２ｍ）の確保    ・マスクの着用    ・手洗いや手指消毒
    ・咳エチケット   ・こまめに喚気  ・公共交通機関では会話は控えめに
    ・食事は大皿は避けて料理は個々に   ・大声での会話や「献杯・返杯」は避けて
    ・テレワークやローテーション勤務   ・オンライン会議の推奨

 各店舗における適切な感染対策の徹底

国の分科会の
ステージ区分

Ⅱ 漸増 Ⅲ 急増 Ⅳ 爆発的拡大

外出   

ガイドラインが遵守
されていない酒類を
提供する飲食店への
外出自粛の検討･実施

夜間や酒類を提供する
飲食店への外出自粛の
検討･実施

昼夜を問わない
不要不急の外出自粛
の検討･実施

休業等の要請 ー ー ー

会食   

イベント等 開催･参加の再検討 開催･参加自粛

県立学校 各福祉保健所管内の感染状況等を踏まえて判断

県立施設 屋内施設の休館を検討 休館

他県との往来 全国の感染状況と感染拡大のリスク等を踏まえて判断

※1 判断指標については、①全療養者数（特別警戒：105人以上）、②最大確保病床の占有率、③直近７日間の新規感染者数、④直近１週間と先週１週間の新規
        感染者数の比較 、⑤感染経路不明割合（特別警戒：50％）、⑥PCR陽性率（特別警戒：10％以上）の６つの指標をもとにして、 ステージを総合的に判断する。
    また、患者の発生が一部の地域に限定される場合は、当該地域のみを「注意」「警戒」とするなど、地域の実情に応じて柔軟に判断することがある。 
※2 休業等を要請する「一定の業種」については、県内の感染事例や国の基本的対処方針等を考慮して決定するものとする。
※3 県立学校については、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、福祉保健所管内の感染状況等を踏まえた
    県教育委員会独自の基準に基づき、休業等を判断するものとする。

｢３密｣の徹底回避

開館

※1

Ⅰ 散発的発生

※3

（国の基本的対処方針、ガイドライン等に基づき対応）

（共通事項に留意）

一定の業種 ※2 の休業、 
営業時間短縮の要請の検討･実施

 可能な範囲で
 規模縮小・
 時間短縮を

  小規模グループ
  かつ短時間で

家族以外での会食を控える

10％未満


